






奥沢1~3丁目等界わい形成地区
～みどりと人がつなぐおくさわの風景づくり～ （概要）

届出が必要になるのは？ I 詳しくはこちらをご覧ください。同
＊世田谷区ホームページ「風景づくり条例に基づく届出制度」ト'

巨l

て： 、 、

界わい形成地区内で建物を建てる際には、区窓口での 「事前調整・相談」や、また、重点エリアでは「事前調整会議」
により、奥沢の風景になじむ建物やみどりの 設えについて区や専門家と相談しながら進めます。

界わい形成地区では、戸建て住宅を含む建築物の建築、コインパーキングや駐輪施設
の建設、自動販売機の 設置等を行う場合に、新たに届出が必要になります。

その他、一定規模以上の建築物の建築や工作物の建設等、開発行為、土地の 形質の
変更、木竹の伐採、土石や廃棄物の堆積等は、これまで通り届出が必要です。

現在 令和4年10月1日以降

建築物等
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高さ 10m 以上のもの
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樹林地 1,000 m以上
のもの 疇

樹林地 1,000 ni以上又は
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（竹を除く）

※一定規模以上の建築物等は、界わい形成地区に適用される風景づくりの基準と併せて一般地域の基準が適用されます。
※一般的には、届出の手続は設計や施工等をご依頼される建設会社等により行われます。
※また、軽易な行為等は届出が必要ない場合もあります。
※詳細は、世田谷区都市デザイン課へお問い合わせください。

奥沢の特徴を活かし

ひとりひとりの配慮や工夫から始めることができる

奥沢らしい風景づくりを進めます。

（例）フェンスを後退させて敷地の 前面を緑化。
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（例）建物の 色彩を落ち着いた色彩に。
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①事前調整
・相談

区窓口で計画に
ついて事前にご
相談を いただき
ます。

②地域住民への
情報提供

掲示等により、
完成後のイメ ージ
をお知らせしま
す。
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今住んでいる家を

基準に合わせて

直す必要があるの？

届出はいつから

必要になるの？
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区役所への相談や協議は
いつから必要なの？ ► 

界わい形成地区における届出制度
は令和4年10月1日から始まります。

地区の指定から届出制度の開始ま
での間は、建築・ 設計事業者等や住
民の皆様に、 制度を周知してまいり
ます。

③事前調整会議

事業者

事前調整会議のイメージ

よりよい風景を つくるため
に専門家にアドバイスを う
けられます。

原則として、
重点エリアにて
実施します！

④届出書の提出

三出三

区に対し届出を
行います。
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認の街並みエリアの小規模な
建築物等では提出曇類を簡略化

（セルフチェック方式などに12

外壁の塗り替えのみの場合は、
奥沢まちづくりセンターヘ提出
、することができます。

建替えや外壁の塗替え等を行わない現在建っ-でいる建物には
適用されません。
今後、建替えや外壁の塗替えなどを行う 際に、風景づくりの
基準を踏まえた建物となるようご配慮をお願いします。

令和4年10月4日から届出が必要となりまヰo·

確認申請の時期、 確認申請を伴わない工事の着手時期が決まり
ましたら、 届出が必要かどう かのご確認や届出のご提出の時期 
等について、世田谷区都市デザイン課へお問い合わせください。

⑤
工
事
完
了
・

完
了
報
告

曇

10月 1日の 届出開始に先立って、16月 30 目以降に建築物
トの建築な邑(p6上部に記載している行為）点を行＿揚合謀
泄田谷区都市手ーザやノ課へ 事前のご相談をお願いしま本。
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令和4年6月30日 令和4年10月1日
- -------------------------------------------------------- -

済J 事業者や
住民の皆様I\
の周知

おくさわ風景キャラクター わっこちゃん

届出制度による
建設行為等の
誘導（運用開始）

届出制度
による

風景づくり
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